
議案第42号 

 

市立ちどり幼児園整備工事（建築工事）請負契約の締結に 

つき議決を求めることについて 

 

 市立ちどり幼児園整備工事（建築工事）請負契約を次のとおり締結するにつき、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び東近江市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年東近江市条例第65号）第２

条の規定に基づき、市議会の議決を求める。 

 

  令和４年６月13日提出 

 

                     東近江市長 小 椋 正 清 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 市立ちどり幼児園整備工事（建築工事） 

           

２ 契 約 金 額 231,880,000 円              

 

３ 契約の相手方 滋賀県東近江市佐生町150番地 

         株式会社大兼工務店 

         代表取締役  野 宜昭 
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提案理由 

 市立ちどり幼児園整備工事（建築工事）請負契約の締結について、市議会の議決を

得たく、本議案を提出するものである。 
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